
平成 26 年 12 月 18 日 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所による 

パブリックコメント（意見提出手続）実施について 

 

本所は、arrowhead のリニューアル時における売買制度の見直しを行います。 

概要は次のとおりです。 

 

「arrowhead のリニューアル時における売買制度の見直しについて」 

（別紙参照） 

 

ご意見等は、住所・氏名・会社名等ご連絡先を明記の上、下記要領にて平成 27 年

１月 15 日（木）までに提出して下さい。 

公表資料は、本所ホームページ（http://www.sse.or.jp/）において掲載しているほか、

下記意見提出先においても配布しております。 

 

記 

 

１．意見提出期限 

平成 27 年１月 15 日（木） 

２．提出方法 

郵送、ファクシミリ 

３．宛 先 

住 所：〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 14 番地の１ 

 証券会員制法人 札 幌 証 券 取 引 所 総 務 部 

ＦＡＸ：０１１－２５１－０８４０ 

４．意見等処理方法 

平成 27 年１月 15 日（木）以降、ホームページに掲載いたします。 

 

以 上 

 

 



 

arrowheadのリニューアル時における売買制度の見直しについて 

平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

Ⅰ．趣旨 

㈱東京証券取引所及び本所では、株券等の立会取引に係る売買システムである arrowhead について、電子取引の利用の進展等、昨今の株式市場

を取り巻く環境の変化を踏まえ、引き続き市場の信頼性を維持するとともに、多様化する会員及び投資者のニーズに対応するため、システム処理

能力の向上、機能の追加・改善及び売買制度の一部見直し等を目的としたリニューアルの準備を進めており、平成２７年９月２４日の稼働を予定

しております。 

こうした方針を踏まえ、今般、arrowheadのリニューアル時における売買制度の見直しについて、以下のとおり概要をとりまとめました。 

具体的には、複数の呼値による急激な価格変動を抑制するため連続約定気配の表示条件を追加する見直しを行うこととします。 

 

Ⅱ．概要 

項 目 内 容 備 考 

○連続約定気配の表示条件の

追加 

・ 複数の呼値による急激な価格変動においても連続約

定気配を表示するため、表示条件の追加を行います。 

 

 

・表示条件 ・ 本所が適当と認める時間内に本所が適当と認める値

幅を超えて価格が変動する場合、連続約定気配の表示

を行います。 

・ 具体的には、基準となる約定を定め、そこから１分間

以内に特別気配の更新値幅の２倍を超えて価格が変動

する場合に、連続約定気配を表示する運用とします。

詳細については、別紙をご参照ください。 

・ 既存の表示条件に基づく連続約定気配の表示について

も引き続き行います。 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

arrowheadのリニューアル（平成２７年９月２４日予定）に合わせて実施します。 

以 上 


